
賃
貸
ア
パ
ー
ト
入
居
時
や

　
退
去
時
の
ト
ラ
ブ
ル

相
談
事
例

　３
年
間
住
ん
だ
ア
パ
ー
ト
を
退
去
し
た

が
、
高
額
な
補
修
費
の
清
算
書
が
届
い
た
。

私
た
ち
夫
婦
は
二
人
暮
ら
し
で
、
夫
は
タ
バ

コ
も
吸
わ
ず
、
部
屋
は
そ
れ
な
り
に
き
れ
い

に
使
っ
て
住
ん
で
い
た
つ
も
り
で
あ
る
。

　入
居
時
の
説
明
で
は
、
退
去
時
の
壁
の
ク

ロ
ス
の
張
り
替
え
に
つ
い
て
、
台
所
の
換
気

扇
周
り
な
ど
の
汚
れ
が
酷
い
部
分
は
負
担
し

て
も
ら
う
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

　し
か
し
、
清
算
書
に
は
す
べ
て
の
部
屋
の

ク
ロ
ス
面
積
の
張
り
替
え
代
の
８
万
２
千
円

が
請
求
さ
れ
て
い
る
。

ア
ド
バ
イ
ス

　退
去
時
の
原
状
回
復
の
費
用
負
担
の
あ
り

方
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
の「
原
状
回

復
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
と
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

と
い
う
一
般
的
な
基
準
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

考
え
方
に
よ
る
と
、
借
主
は
賃
貸
契
約
終
了

時
に
は
、
本
物
件
を
原
状
に
回
復
し
て
貸
主

に
返
還
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合

の「
原
状
回
復
」と
は
、
借
り
て
い
た
物
件
を

契
約
締
結
時
と
ま
っ
た
く
同
じ
状
態
に
回
復

す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　賃
貸
住
宅
の
契
約
に
お
い
て
は
、
通
常
の

使
用
に
伴
っ
て
生
じ
る
損
耗（
通
常
損
耗
）や

時
間
の
経
過
に
伴
っ
て
生
じ
る
損
耗（
経
年

変
化
）な
ど
は
家
賃
に
含
ま
れ
て
い
る
と
さ

れ
、
貸
主
が
負
担
す
る
の
が
原
則
で
す
。

　し
か
し
、
貸
主
側
は
契
約
書
に
原
則
以
上

の
負
担
を
求
め
る「
特
約
」を
設
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
適
正
な
費
用
で
、
契
約
時
に
き

ち
ん
と
借
主
に
説
明
さ
れ
て
い
れ
ば「
特
約
」

は
有
効
と
な
り
ま
す
。

ト
ラ
ブ
ル
に
な
ら
な
い
た
め
に
は

〇 

賃
貸
契
約
を
す
る
際
は
、
契
約
内
容（
特
約

条
項
な
ど
）を
し
っ
か
り
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

〇 

入
居
す
る
際
は
、
退
去
後
の
ト
ラ
ブ
ル
に

な
ら
な
い
よ
う
に
室
内
の
現
況
、
損
耗
な

ど
を
記
録
し
た
り
、
写
真
に
撮
る
な
ど
し

て
貸
主
側
に
確
認
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

※ 

困
っ
た
と
き
は
、
す
ぐ
に
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

110番

消

費生活
賃
貸
契
約
を
す
る
と
き
は

し
っ
か
り
契
約
内
容
を

確
か
め
ま
し
ょ
う
！ 

 

今
月
の
ポ
イ
ン
ト

消
費
生
活
相
談
の
お
知
ら
せ

か
す
や
中
南
部

広
域
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

▼ 

開
設
日

　

 

月
曜
〜
金
曜（
祝
日
・
年
末
年
始
は
休
み
）

▼ 

相
談
時
間

　10
時
〜
15
時
30
分

▼ 

場
所

　志
免
町
志
免
中
央
１
の
10
の
10 

 

 

志
免
町
地
域
安
全
安
心
セ
ン
タ
ー
２
階

▼ 

問
い
合
わ
せ
先

　

 

☎
９
３
６
・
１
５
９
４

須
恵
町
消
費
生
活
出
張
相
談
窓
口

▼ 

開
設
日

　第
２
・
第
４
月
曜

 

（
祝
日
・
年
末
年
始
は
休
み
）

▼ 

相
談
時
間

　10
時
〜
12
時

▼ 

場
所

　須
恵
町
役
場
２
階 

会
議
室

 

（
地
域
振
興
課
前
）

▼ 

問
い
合
わ
せ
先

　

 

☎
９
３
２
・
１
４
３
８

※ 
電
話
で
の
ご
相
談
の
際
は
、
お
手
元
に
書

類
な
ど
を
準
備
し
て
ご
連
絡
を
お
願
い

し
ま
す
。

※ 

来
所
相
談
の
際
は
、
事
前
に
電
話
で
必

要
書
類
の
確
認
、
相
談
日
時
の
調
整
を

し
て
い
た
だ
く
と
、
円
滑
に
相
談
が
で

き
ま
す
。

　固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
の
任
期
が

６
月
30
日
で
満
了
と
な
り
、
稲
永
幸
子

さ
ん（
旅
石
区
）が
再
任
さ
れ
ま
し
た
。

　任
期
は
、
平
成
29
年
７
月
１
日
か
ら

平
成
32
年
６
月
30
日
ま
で
の
３
年
間
で

す
。　固

定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
と
は
、

固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
価

格（
以
下「
評
価
額
」と
い
い
ま
す
）に
関

す
る
不
服
を
審
査
決
定
す
る
た
め
に
、

地
方
税
法
に
基
づ
き
、
市
町
村
長
か
ら

独
立
し
て
設
け
ら
れ
た
行
政
委
員
会

で
、
中
立
的
な
立
場
か
ら
評
価
額
が
適

正
に
評
価
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
の
審
査
を
行
い
ま
す
。

固定資産評価審査委員が
決まりました

問い合わせ先
総務課 ☎ 932-1152（ダイヤルイン）
 ☎ 932-1151（内線321）
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平成29年度 住民検診のお知らせ

須恵町国民健康保険からのお知らせ　残薬調整してみませんか？

問い合わせ先　住民課　☎ 932-1467（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線116）

問い合わせ先　健康福祉課　☎ 687-1530（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線165・167）

　住民検診には、役場 保健センターで受ける集団検診と、須恵町の指定医療機関で受ける個別検診があります。

現在、集団検診の予約受付中です。各種検診の詳細は、６月下旬にお送りした「住民検診のお知らせ」をご覧

になりお申し込みください。

集団検診の予約締切は８月21日（月）までです

※土日祝日およびお盆期間（８月13日～ 15日）を除く９時から17時まで

【現在予約受付中の住民検診日程】

日　程 場　所 託児の有無

10
月

３日（火） 保健センター

４日（水） 乙植木コミュニティセンター

５日（木）
保健センター

○

６日（金） ○

▶申込方法　電話予約

▶申 込 先　須恵町健診予約センター　　　 0120-951-317（無料）

　各種がん検診はご加入の医療保険に関係なく、「住民検診のお知らせ」に書かれている対象者であれば受診

できます。須恵町国民健康保険に加入している人は、国保特定健診とがん検診のセットで申し込みができます。

　また、がん検診無料受診対象年齢の人には、６月下旬にクーポン券をお送りしましたので、ご利用ください。

節薬袋 運動実施中 !
　「自宅にお薬は残っていませんか？」

　２種類以上の薬を処方された場合、半数以上の人に飲み残しの

経験があるそうです。

　そんな飲み残した薬のおよそ８割は、有効活用できるといわれ

ています。

　余った薬は、節薬袋に入れて薬局に持って行ってください。

　処方される薬が減ると、薬代が少なくなるかもしれませんし（※1）、

誤飲の可能性も低くなります。

　みなさんも、｢節薬｣（※2）をしてみませんか！

　住民課では、この活動にご協力いただける須恵町国民健康
保険加入者のみなさんに節薬袋を配布しています。
　この袋に、家庭で残ったすべての薬（※3）を入れて、かかり
つけ薬局に持参してください。

※１  どの程度節約できるかは、残った薬の状況によって異なります。
※２  節薬とは、余っている薬を有効活用することです。
※３  他の医療機関や薬局で受け取った薬も持参してください。

　まだ集団検診の予約をしていない人は、

受診希望日を選び、電話でお申し込みく

ださい。

※ 託児（生後６か月から就学前まで）がありま
す。利用を希望する場合は、検診申し込み
の際に、合わせて申し込みができますので
ご利用ください。

　（要事前予約・定員あり）

がん検診を定期的に受けましょう

余った薬を有効活用しましょう

※飲み合わせの確認
※お薬相談
※日数や数の調整
※誤飲の防止
※費用負担を軽減

節薬袋で
こんなことができます

余った薬を節薬袋へ

残薬を有効活用

節薬袋を調剤薬局へ
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